
�金沢市告示第43号
金沢市自転車等駐車場条例 (平成３年条例第１号) 第11条第１項の規定により､ 自転車等を移動し､ 保管したので､

金沢市自転車等駐車場条例施行規則 (平成３年規則第３号) 第７条の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成23年３月11日

金沢市長 山 野 之 義

１ 保管した自転車等が駐車してあった駐車場の名称

金沢市営金沢駅第１自転車駐車場

金沢市営金沢駅第２自転車駐車場

金沢市営金沢駅第３自転車駐車場

金沢市営金沢駅原付バイク駐車場

金沢市営金沢駅東自転車駐車場

金沢市営本町２丁目自転車駐車場
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金沢市広坂１丁目１番１号

発行所 � � � � �



金沢市営西金沢駅前自転車駐車場

金沢市営東金沢駅東自転車駐車場

金沢市営東金沢駅西自転車駐車場

金沢市営森本駅東第１自転車駐車場

金沢市営馬替駅前自転車駐車場

金沢市営金石バス停前自転車駐車場

金沢市営木越団地自転車駐車場

金沢市営表参道自転車駐車場

金沢市営香林坊自転車駐車場

金沢市営柿木畠自転車駐車場

金沢市営片町広場自転車駐車場

２ 保管した自転車等の台数

自転車 106台

原動機付自転車 ４台

３ 自転車等を移動し､ 保管した日

平成23年２月１日から同月28日まで

４ 保管した自転車等の返還を申し出る場所

金沢市広坂１丁目９番16号

財団法人 金沢まちづくり財団

５ 保管した自転車等を返還する日時及び場所

日時 平成23年３月11日から同年６月10日まで

午前10時から午後７時まで

場所 金沢市昭和町633番地

金沢市自転車等保管庫�金沢市告示第44号
金沢市自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例 (平成６年条例第45号) 第６条第２項及び第７条第２項の規

定により､ 自転車等を撤去し､ 保管したので､ 同条例第９条第１項の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成23年３月11日

金沢市長 山 野 之 義

１ 自転車等を撤去した場所及び撤去し､ 保管した自転車等の台数
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自 転 車 等 を 撤 去 し た 場 所 保管した自転車等の台数

金沢駅前自転車等放置禁止区域
自 転 車 ９台

原 動 機 付 自 転 車 １台

香林坊地区自転車等放置禁止区域 原 動 機 付 自 転 車 １台

西金沢駅前自転車等放置禁止区域 自 転 車 ３台

片町地区自転車等放置禁止区域 自 転 車 １台

竪町地区自転車等放置禁止区域 自 転 車 ３台

森本駅前自転車等放置禁止区域 自 転 車 １台

北安江２丁目地内 自 転 車 ２台

大浦町地内 自 転 車 １台

涌波１丁目地内 自 転 車 １台

西泉１丁目地内 自 転 車 ５台

十一屋町地内 自 転 車 １台

長土塀２丁目地内 自 転 車 ２台

入江３丁目地内 自 転 車 １台

法光寺町地内 自 転 車 １台



２ 自転車等を撤去し､ 保管した日

平成23年２月１日から同月28日まで

３ 保管した自転車等を返還する期間及び場所� 期間

平成23年３月11日から同年９月10日まで� 場所

金沢市昭和町633番地

金沢市自転車等保管庫�金沢市告示第45号
地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第260条の２第11項の規定により､ 地縁による団体の告示された事項の変更の

届出があったので､ 同条第10項の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成23年３月11日

金沢市長 山 野 之 義

�金沢市告示第46号
道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定により､ 次の道路の供用を開始します｡

なお､ その区間を表示した図面は､ 金沢市都市整備局土木部道路管理課において平成23年３月11日から同月25日ま

で一般の縦覧に供します｡

平成23年３月11日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市告示第47号
電線共同溝の整備等に関する特別措置法 (平成７年法律第39号) 第３条第１項の規定により､ 次のとおり電線共同

溝を整備すべき道路を指定したので､ 同条第４項の規定により告示します｡

平成23年３月11日

金沢市長 山 野 之 義
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笠舞本町２丁目地内 自 転 車 １台

末町地内 自 転 車 １台

寺町１丁目地内 自 転 車 １台

区 分 変更事項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

竹又町町会
代表者の氏

名及び住所

大長 行雄

金沢市竹又町イ106番地

北本 久一

金沢市竹又町イ44番甲地
平成23年１月１日

福増南町会
代表者の氏

名及び住所

池田 勤

金沢市福増町南329番地

笠井 克彦

金沢市福増町南1179番地２
平成23年１月１日

大桑町々会

主たる事務

所の所在地
金沢市大桑２丁目192番地 金沢市大桑町リ48番地１

平成23年２月20日
代表者の氏

名及び住所

田中 信正

金沢市大桑２丁目192番地

村松 繁一

金沢市大桑町リ48番地１

路 線 名 区 間 供用開始日

浅 川

上 若 松 町 線

50号

11号

上 若 松 町

田上第五土地区画整理事業地内 13街区

56番

10番

先から

先まで
平成23年３月11日



金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 (昭和60年条例第36号) 第６条第２項において準用する同条例第４

条第１項の規定により､ 次の者の浄化槽保守点検業者登録簿を変更登録したので公告します｡

平成23年３月11日

金沢市長 山 野 之 義

金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 (昭和60年条例第36号) 第８条第１項の規定により､ 次の者の浄化

槽保守点検業者としての登録を抹消したので公告します｡

平成23年３月11日

金沢市長 山 野 之 義

建築基準法 (昭和25年法律第201号) 第42条第１項第４号の規定による道路を次のとおり指定したので､ 建築基準

法施行規則 (昭和25年建設省令第40号) 第10条の規定により､ 次のとおり公告します｡

なお､ 関係図書は､ 金沢市都市整備局定住促進部建築指導課において縦覧に供します｡

平成23年３月11日

金沢市長 山 野 之 義

新たに指定した道路の位置等
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道路の種類 路 線 名 区 間 指定年月日

２級幹線
２ 級 幹 線 311号 長 町 １ 丁 目

長 町 １ 丁 目

433番

358番

１先から

先まで
平成23年３月11日

武 蔵 ・ 片 町 線

一般市道 高 岡 町 線 10号
高 岡 町

南 町

484番

134番

先から

先まで
〃

一般市道 長 町 １ 丁 目 線 １号
長 町 １ 丁 目

長 町 １ 丁 目

431番

358番

先から

先まで
〃

公 告

登録番号 名 称 所 在 地 変更登録年月日

13 金沢環境管理 株式会社 金沢市増泉３丁目17番１号 平成23年２月21日

8 ニッコー 株式会社 白山市相木町383番地 平成23年２月28日

登録番号 名 称 所 在 地 登録抹消年月日

75 ニッコーエムイー 株式会社 埼玉県行田市藤原町１丁目21番地１ 平成23年２月21日

指定番号 指定道路の種類
指定の

年月日
指定道路の位置 延長(ｍ) 幅員(ｍ)

第357号
第42条第１項第４号の規

定による指定に係る道路

平成23年

２月21日

金沢市金石西２丁目532番の一部､ 541番の

一部､ 552番の一部､ 553番の一部､ 559番

の一部､ 814番の一部及び535番の一部並び

に541番の先､ 552番の先､ 553番の先､ 559

番の先､ 599番の先

87.5

9.5

～

31.0

第357号
第42条第１項第４号の規

定による指定に係る道路

平成23年

２月21日
金沢市金石西４丁目959番３及び959番４ 33.0

9.0

～

13.0



次の開発行為に関する工事が完了し､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第２項の規定により検査済証を

交付したので､ 同条第３項の規定により公告します｡

平成23年３月11日

金沢市長 山 野 之 義

�金沢市選挙管理委員会告示第12号
地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第74条第１項及び第75条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の50分の

１の数 (条例の制定又は改廃及び監査の請求の場合における署名者の最低数) は､ 7,242人です｡

平成23年３月11日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会�金沢市選挙管理委員会告示第13号
地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第76条第１項､ 第80条第１項､ 第81条第１項及び第86条第１項の規定による選

挙権を有する者の総数の３分の１の数 (議会の解散並びに議員､ 長､ 副市長､ 選挙管理委員及び監査委員の解職の請

求の場合における署名者の最低数) は､ 120,696人です｡

平成23年３月11日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会�金沢市選挙管理委員会告示第14号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和31年法律第162号) 第８条第１項の規定による選挙権を有する者

の総数の３分の１の数 (教育委員会の委員の解職の請求の場合における署名者の最低数) は､ 120,696人です｡

平成23年３月11日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会�金沢市選挙管理委員会告示第15号
市町村の合併の特例に関する法律 (平成16年法律第59号) 第４条第１項及び第５条第１項の規定による選挙権を有

する者の総数の50分の１の数 (合併協議会の設置の請求の場合における署名者の最低数) は､ 7,242人です｡

平成23年３月11日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会�金沢市選挙管理委員会告示第16号
市町村の合併の特例に関する法律 (平成16年法律第59号) 第４条第11項及び第５条第15項の規定による選挙権を有

する者の総数の６分の１の数 (合併協議会設置協議に係る住民投票の請求の場合における署名者の最低数) は､

60,348人です｡

平成23年３月11日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会
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開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 公共施設の種類 位置及び区域

金沢市無量寺２丁目52番２及び53番１

から53番４まで

金沢市北安江２丁目15番17号

株式会社 橘土地

代表取締役 橘清和

道路 金沢市無量寺２丁目52番２

及び53番４

金沢市大浦町ヌ73番１､ 73番４､ 74番

１､ 75番１及び76番１並びに金沢市所管

の法定外公共物の一部

金沢市大浦町ヲ７番地

社会福祉法人 大浦保育園

理事 藤井國知

農道 金沢市大浦町ヌ73番４

選挙管理委員会告示



�金沢市選挙管理委員会告示第17号
平成23年４月10日執行予定の石川県議会議員選挙及び同月24日執行予定の金沢市議会議員選挙において､ 公職選挙

法施行令 (昭和25年政令第89号) 第17条ただし書の規定により､ 選挙人名簿の登録の移替えを当該選挙の期日後に延

期する期間を次のとおり定めます｡

平成23年３月11日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会

登録の移替えを延期する期間

平成23年３月15日から同年４月24日まで�金沢市監査公表第２号
地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第199条第12項の規定により､ 金沢市長から監査の結果に基づき措置を講じた

旨の通知があったので､ 次のとおり公表します｡

平成23年３月11日

金沢市監査委員 篠 田 健

金沢市監査委員 中 島 秀 雄

金沢市監査委員 玉 野 道

金沢市監査委員 中 西 利 雄

１ 工事監査� 措置通知があった年月日 平成23年２月３日� 措置を講じた部局等 企業局建設部建設課� 監査結果の公表年月日 平成19年３月22日 (平成19年監査公表第11号)� 監査の結果及び措置の内容

２ 工事監査� 措置通知があった年月日 平成23年２月３日� 措置を講じた部局等 企業局建設部建設課� 監査結果の公表年月日 平成19年10月11日 (平成19年監査公表第22号)� 監査の結果及び措置の内容
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監 査 公 表

監査の結果 (指摘事項等) 措置の内容 (改善等内容)

・事務手続に関する事項について

公共下水道利用者の要請に即時対応する必要が生じ､

本来なら別工事で発注することが適当な工区外の公共枡

設置工事を本工事に追加する特異な設計変更を行ってい

るが､ 工事の合理性や契約の公明性を確保するため ｢設

計変更に関する取扱要領｣ の適正な運用を図られたい｡

公共下水道利用者と施工時期について､ 充分な調整を

行っている｡ 以降､ 適正な契約を行い､ 別途発注を行っ

ている｡

監査の結果 (指摘事項等) 措置の内容 (改善等内容)� 当初設計の適正化について

長土塀２丁目地内ガス管及び配水管改良工事 (番号

33) で仮設配水管の材料や工法の設計変更を行ってい

るが､ あらかじめ現場の状況を適切に把握し当初設計

に盛り込んでおれば回避できたと考えられるところか

ら､ 当初設計に際しては事前に必要な調査を行いその

結果を設計に反映するなど適正を期す必要がある｡� 設計及び契約の変更事務の適正化について

同工事 (番号33) において､ 変更設計書作成及び変

当初設計時において､ 当該施設の出来形情報及び現地

の調査の徹底を行い､ 大幅な仮設等の変更を生じないよ

う努めている｡

変更契約に関する事務手続について､ 速やかに実施し



３ 工事監査� 措置通知があった年月日 平成23年２月３日� 措置を講じた部局等 企業局建設部建設課� 監査結果の公表年月日 平成20年３月31日 (平成20年監査公表第５号)� 監査の結果及び措置の内容

４ 経営に係る事業の管理監査� 措置通知があった年月日 平成23年２月４日� 措置を講じた部局等 企業局営業部営業開発課� 監査結果の公表年月日 平成22年３月31日 (平成22年監査公表第５号)� 監査の結果及び措置の内容

５ 財務事務監査� 措置通知があった年月日 平成23年２月４日� 措置を講じた部局等 都市政策局文化交流部文化政策課

平成23年(2011年)３月11日 第 2685 号 金 沢 市 公 報

― 7―

更契約締結に関する事務手続の大幅な遅延が見受けら

れたことから､ 設計及び契約の変更が必要な場合には

｢変更設計に関する取扱要領｣ に即して事務の適正を

期す必要がある｡

ており年々その成果を高め､ 事務の適正に努めている｡

監査の結果 (指摘事項等) 措置の内容 (改善等内容)

・工事の設計変更等に係る事務の適正化について

工事の設計変更等に係る事務手続は､ 変更する必要が

生じた時点で変更設計書を作成し契約変更を行うべきと

ころ､ 平成18年度八田町 (東) ほか１町地内 (76工区)

管渠築造工事 (番号１) については変更金額が500万円

を超える重要な変更であるにもかかわらず､ 変更工事を

先行させ設計変更手続等が遅延していたので､ 今後､ 事

務の適正を期す必要がある｡

なお､ 工事内容の軽微な変更については､ 変更指示書

の交付等により変更工事を先行させ変更設計書作成及び

変更契約締結を工期末に一括して行うことも事務簡素化

の観点からやむを得ないものと思われるので､ 変更設計

書作成及び変更契約締結の事務手続に関する規程を整え

るなど､ 事務の円滑かつ適正な執行を図ることが望まれ

る｡

重要な変更の定義については､ 平成22年６月に改正し､

明文化されている｡

指摘以降､ 設計変更の手続の適正を期すよう事務の適

正化に努めており､ 今後も事象の変化等により適宜実施

していく｡

工事内容の変更については､ 事象の変化等があれば､

適宜変更を実施していく｡ 設計変更の手続の適正を期す

よう事務の適正化に努めていく｡

監査の結果 (指摘事項等) 措置の内容 (改善等内容)

・家庭用における営業の強化について

供給戸数､ 販売量ともに減少を続けている家庭用営業

においては､ 新築・リフォーム時のオール電化への移行

を食い止めるため､ これまで以上に､ 既存客への啓発営

業活動を積極的に展開することが望まれる｡

また､ サブユーザーとの連携については､ 営業委託制

度等を十分活用するとともに､ 創意工夫を凝らし効率的

かつ粘り強い営業活動を行うことが望まれる｡

既存客防衛のため特別チームを編成してターゲット営

業を強化したほか､ ガス展等のイベントを通じて啓発営

業を実施し､ 電化率の低減と販売目標を上回る実績をあ

げた｡ また､ サブユーザーに対し､ 研修会の開催などを

通してガス普及業務委託制度の活用を促しながら連携営

業を行う体制を整え､ 実績をあげている｡

更に ｢低炭素社会の実現｣ をテーマに､ 燃料電池エネ

ファームの販売に着手し､ 環境への取組を前面に打ち出

しながら､ 既存客及びサブユーザーに対する営業活動を

強力に推進している｡



� 監査結果の公表年月日 平成19年３月31日 (平成19年監査公表第12号)� 監査の結果及び措置の内容

６ 財産の管理等状況監査� 措置通知があった年月日 平成23年２月４日� 措置を講じた部局等 都市政策局文化交流部文化政策課� 監査結果の公表年月日 平成20年８月11日 (平成20年監査公表第13号)� 監査の結果及び措置の内容

７ 財務事務監査� 措置通知があった年月日 平成23年２月４日� 措置を講じた部局等 福祉健康局障害福祉課� 監査結果の公表年月日 平成15年２月12日 (平成15年監査公表第４号)� 監査の結果及び措置の内容

８ 公の施設の受託者監査� 措置通知があった年月日 平成23年２月４日� 措置を講じた部局等 福祉健康局障害福祉課� 監査結果の公表年月日 平成16年２月23日 (平成16年監査公表第８号)� 監査の結果及び措置の内容
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監査の結果 (指摘事項等) 措置の内容 (改善等内容)

・収入に関する事務について

指定管理者が運用している美術館等の招待券・優待券

の発行等に対する指導監督や状況把握がなされていない

ので､ 適切に実施する必要がある｡

招待券及び割引券の配布・管理等について定める基準

を設け､ 基準に基づく適切な管理を促すとともに､ 施設

ごとの招待券発行数の報告をするよう改めた｡

今後も適切な管理が円滑に行えるよう適時､ 指導監督

を行っていく｡

監査の結果 (指摘事項等) 措置の内容 (改善等内容)

・公有財産の管理について

消防用設備や自家用電気工作物の保守・管理について､

一部の文化施設及び保育所において改修が必要とされて

いるにもかかわらず１年以上放置しているものが見受け

られたので､ 必要な措置を早急に講じる必要がある｡

指摘のあった施設の救助袋について､ ３階部分につい

ては平成19年度に､ また､ 屋上部分については､ 平成22

年度に取替えを実施した｡

監査の結果 (指摘事項等) 措置の内容 (改善等内容)

・収入に関する事務について

身体障害者措置費負担金及び知的障害者措置費負担金

等に係る延滞金については､ 前回監査時 (平成11年11月

実施) においても指摘したとおりであるが､ 今回も延滞

金の徴収に関し改善がなされていないので､ 適正に事務

処理されたい｡

障害者世帯固有の生活困窮等､ 滞納者の事情を十分に

勘案しながら､ 電話催告などにより催告を行ってきたが､

滞納者の多くは経済的に困窮しており､ 結果として平成

20年度末までに徴収ができず不納欠損となったものであ

る｡ 国の法改正により今後負担金が発生することはない

が､ 延滞金の徴収事務については､ これからも適正な事

務処理に努めていきたい｡

監査の結果 (指摘事項等) 措置の内容 (改善等内容)

・社会福祉法人むつみ会� 施設の管理について､ 市委託事業と法人の自主事

業の対象経費の区分が明確になっているといえず､

委託対象経費を明確にした適正な委託事業の執行を

� 平成17年度より､ 社会福祉法人 むつみ会が指定

管理により運営を行っている｡ 法人の自主事業収入

及び市の管理費用により運営を行い､ 協定書により



９ 財務事務監査� 措置通知があった年月日 平成23年２月４日� 措置を講じた部局等 福祉健康局障害福祉課� 監査結果の公表年月日 平成18年３月13日 (平成18年監査公表第６号)� 監査の結果及び措置の内容

10 財務事務監査� 措置通知があった年月日 平成23年２月７日� 措置を講じた部局等 福祉健康局健康推進部医療保険課� 監査結果の公表年月日 平成21年６月11日 (平成21年監査公表第10号)� 監査の結果及び措置の内容

11 財産の管理等状況監査� 措置通知があった年月日 平成23年２月９日� 措置を講じた部局等 環境局リサイクル推進課� 監査結果の公表年月日 平成22年８月23日 (平成22年監査公表第15号)� 監査の結果及び措置の内容
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予算区図るべきである｡� 出納事務について､ 経理規程に基づき､ 事前又は

速やかに会計責任者の決裁を経て行い､ 小口現金支

払はやむを得ない経費にとどめることが原則であり､

出納事務及び会計責任体制について適正な改善を図

るべきである｡� 国の ｢社会福祉法人会計基準｣ の制定を踏まえ､

法人の運営適正化の観点に立って早期に適切な経理

執行を図るべきである｡

・障害福祉課

施設の管理について､ 市委託事業と法人の自主事業の

対象経費の区分が明確になっているといえず､ 委託対象

経費を明確にした適正な委託事業の執行を図るべきであ

る｡

また､ 委託団体に対し､ 法人の運営適正化の観点に立っ

て､ 経理事務の執行について適時適切な指導､ 検査を行

うべきである｡

分を明確にし､ 適正な執行を行っている｡� 小口現金支払はやむを得ない場合にとどめており､

出納を適正に行うために､ 会計責任者を定め､ 出納

時に担当者､ 会計責任者､ 施設管理者の３名の決裁

で行うよう体制の改善を図っている｡ また､ 小口現

金出納簿を､ 法人本部職員が確認し､ 決裁処理を行

うように改めている｡� 現在､ 施設管理及び運営については､ 平成17年度

から指定管理者制度を導入しており､ 経費の支出に

ついては､ 指定管理運営費積算表に基づき､ 障害福

祉課の指導のもと適正な経理に努めている｡

平成17年度より､ 社会福祉法人 むつみ会が指定管理

により運営を行っている｡ 法人の自主事業収入及び市の

管理費用により運営を行い､ 協定書により予算区分を明

確にし､ 適正な執行を行っている｡ また､ 経理事務の執

行について適宜､ 指導､ 検査も行っている｡

監査の結果 (指摘事項等) 措置の内容 (改善等内容)

・委託料に関する事務について

委託契約において予定価格の基礎となる算定根拠の不

明確なものが一部見受けられるので､ 適正を期す必要が

ある｡

指摘された２事業である ｢福祉バス運営事業委託｣､

｢障害者緊急通報装置受信運営事業委託｣ について､ 平

成19年度から算定根拠を明確にする措置を講じている｡

監査の結果 (指摘事項等) 措置の内容 (改善等内容)

・未収金の管理事務 (収納事務) について

国民健康保険料の徴収について､ 収納率が逓減し収入

未済額が増加しているので､ 早期徴収や滞納処分に力を

注ぐなど徴収体制を強化し､ 収納率向上を図ることが望

まれる｡

平成21年６月から徴収嘱託員を５人配置するなど初期

滞納者対策に努めている｡ また､ 滞納者の預金調査を徹

底し､ 滞納処分に力を注ぐなど徴収体制を強化し､ 収納

率の向上を目指している｡



12 経営に係る事業の管理監査� 措置通知があった年月日 平成23年２月10日� 措置を講じた部局等 市立病院事務局� 監査結果の公表年月日 平成21年３月23日 (平成21年監査公表第４号)� 監査の結果及び措置の内容

金沢市消防団火災防ぎょ訓練のため､ 次により消防車のサイレンを使用します｡

平成23年３月11日

金沢市消防長 山 田 弘

場 所 金沢市中央消防署管轄区域内 (角間町地内)

日 時 平成23年３月20日�午前９時から午前９時30分まで
場 所 金沢市駅西消防署管轄区域内 (松寺町地内)

日 時 平成23年３月20日�午前10時から午前10時30分まで
場 所 金沢市金石消防署管轄区域内 (専光寺町地内)

日 時 平成23年３月20日�午前11時から午前11時30分まで
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監査の結果 (指摘事項等) 措置の内容 (改善等内容)

・公有財産の管理について

消防用設備等の保守・管理について､ 一部の施設にお

いて点検時の不備が１年以上放置されているものや消防

査察時の不備がそのまま放置されているものが見受けら

れたので､ 必要な措置を早急に講じる必要がある｡

指摘のあった施設の消防用設備の不備については､ 改

善を行った｡ 今後も施設の適切な維持管理に努めていき

たい｡

監査の結果 (指摘事項等) 措置の内容 (改善等内容)

・人材の確保・育成について

金沢市立病院憲章に掲げている｢最新の医学水準に基

づく診療｣や｢親切で心のこもった医療サービス｣を行い､

また､ ｢適正で効率的な病院運営｣を実践するためには､

スタッフの確保・育成やモラールの高揚が極めて重要で

ある｡

折しも管理型臨床研修病院として臨床研修を実施する

ことでもあり､ 診療スタッフが研究マインドを高め最新

の医療水準に基づく診療を率先垂範できるよう､ 研究・

研修活動を一層推進されたい｡

また､ 適正で効率的な病院運営を支える事務スタッフ

の強化・育成についても､ 特段の配慮をされたい｡

・財務管理の適正化について

一般会計からの繰入金については､ 地方公営企業法等

における経費負担の原則を基本とし適切な運用に努めら

れたい｡

なお､ 医業外収益の補助金として処理されている救急

医療や結核医療に係る繰入金については､ 地方公営企業

法等に則り医業収益又は医業外収益の負担金とすること

が望まれる｡

オープンクリニカルカンファレンスを隔月で開催し､

登録医の医師と症例研究を行うことで研究マインドを高

めるとともに､ アメリカが運営する電子臨床情報サイト

とライセンス契約を結び､ 最新・最良の診断・治療の提

供に活用している｡

また､ 平成21年度に医師事務作業補助者４名 (うち２

名内部で編成替え)､ 診療情報管理士１名を採用し､ 平

成22年度に医師事務作業補助者を３名採用することで事

務スタッフの強化を図った｡ 更に､ 平成22年７月にＤＰ

Ｃ対象病院となったことから､ 診療情報管理士の育成を

継続して実施している｡

地方公営企業法で定める経費負担の原則を適切に運用

するために､ 平成21年度予算より他会計補助金 (医業外

収益) の一部である救急医療の確保に要する経費及び保

健衛生行政に要する経費を他会計負担金 (医業収益) と

して計上した｡

消 防 局 公 告



消防訓練のため､ 次により消防車のサイレンを使用します｡

平成23年３月11日

金沢市消防長 山 田 弘

場 所 金沢市金石消防署管轄区域内 (赤土町地内)

日 時 平成23年３月24日�午後３時30分から午後４時まで�金沢市公営企業告示第６号
金沢市ガス供給条例 (昭和60年条例第48号) 第20条の３第１項の規定に基づき､ 調整単位料金を算定したので､ 同

条第３項の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成23年３月11日

金沢市公営企業管理者 古 田 秀 一

１ 平成22年11月１日から平成23年１月31日までの原料の平均価格等� １トン当たり液化天然ガス平均価格 47,790円� １トン当たり液化プロパン平均価格 70,310円� １トン当たり平均原料価格 50,210円

２ 原料価格変動額 13,500円

算式 63,730円 (１トン当たり基準平均原料価格)－50,210円 (１トン当たり平均原料価格)＝13,500円 (100円未

満切捨て)

３ １立方メートル当たり調整単位料金の額

算式 基準単位料金の額－13,500円 (原料価格変動額)／100円×0.082円

この結果､ 調整単位料金の額は､ 基準単位料金の額から11.07円を減算した額になります (小数点第３位以下切

上げ)｡

４ 平成23年４月１日から同月30日までに検針する分に適用される料金表

(基本料金については､ 変動ありません｡)

�金沢市公営企業告示第７号
金沢市液化石油ガス供給条例 (昭和63年条例第５号) 第20条の３第１項の規定に基づき､ 調整単位料金を算定した

ので､ 同条第３項の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成23年３月11日

金沢市公営企業管理者 古 田 秀 一

１ 金沢湖陽住宅団地供給地点群� 平成22年11月１日から平成23年１月31日までの平均原料価格

１トン当たり 70,310円
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公 営 企 業 告 示

基本料金

(１箇月につき)

調整単位料金

(１立方メートルにつき)

Ａ表

(１箇月の使用量が10立方メートルまでの場合)
620円 215円68銭

Ｂ表

(１箇月の使用量が10立方メートルを超え20立方メートルまでの場合)
640円 213円68銭

Ｃ表

(１箇月の使用量が20立方メートルを超え60立方メートルまでの場合)
890円 201円18銭

Ｄ表

(１箇月の使用量が60立方メートルを超え130立方メートルまでの場合)
1,000円 199円35銭

Ｅ表

(１箇月の使用量が130立方メートルを超える場合)
1,650円 194円35銭



� 原料価格変動額 17,600円

算式 88,000円 (１トン当たり基準平均原料価格)－70,310円 (１トン当たり平均原料価格)＝17,600円 (100円

未満切捨て)� １立方メートル当たり調整単位料金の額

算式 基準単位料金の額－17,600円 (原料価格変動額)／100円×0.204円

この結果､ 調整単位料金の額は､ 基準単位料金の額から35.91円を減算した額になります (小数点第３位以下

切上げ)｡� 平成23年４月１日から同月30日までに検針する分に適用される料金表

(基本料金については､ 変動ありません｡)

２ 瑞樹団地供給地点群� 平成22年11月１日から平成23年１月31日までの平均原料価格

１トン当たり 70,310円� 原料価格変動額 17,600円

算式 88,000円 (１トン当たり基準平均原料価格)－70,310円 (１トン当たり平均原料価格)＝17,600円 (100円

未満切捨て)� １立方メートル当たり調整単位料金の額

算式 基準単位料金の額－17,600円 (原料価格変動額)／100円×0.204円

この結果､ 調整単位料金の額は､ 基準単位料金の額から35.91円を減算した額になります (小数点第３位以下

切上げ)｡� 平成23年４月１日から同月30日までに検針する分に適用される料金表

(基本料金については､ 変動ありません｡)

３ 南森本供給地点群� 平成22年11月１日から平成23年１月31日までの平均原料価格

１トン当たり 70,310円� 原料価格変動額 17,600円

算式 88,000円 (１トン当たり基準平均原料価格)－70,310円 (１トン当たり平均原料価格)＝17,600円 (100円

未満切捨て)� １立方メートル当たり調整単位料金の額

算式 基準単位料金の額－17,600円 (原料価格変動額)／100円×0.204円

この結果､ 調整単位料金の額は､ 基準単位料金の額から35.91円を減算した額になります (小数点第３位以下

切上げ)｡� 平成23年４月１日から同月30日までに検針する分に適用される料金表

(基本料金については､ 変動ありません｡)
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基本料金

(１箇月につき)

調整単位料金

(１立方メートルにつき)

Ａ表

(１箇月の使用量が８立方メートルまでの場合)
660円 385円39銭

Ｂ表

(１箇月の使用量が８立方メートルを超える場合)
732円80銭 376円29銭

基本料金

(１箇月につき)

調整単位料金

(１立方メートルにつき)

Ａ表

(１箇月の使用量が８立方メートルまでの場合)
660円 385円47銭

Ｂ表

(１箇月の使用量が８立方メートルを超える場合)
732円80銭 376円37銭



４ 大浦・東蚊爪供給地点群� 平成22年11月１日から平成23年１月31日までの平均原料価格

１トン当たり 70,310円� 原料価格変動額 17,600円

算式 88,000円 (１トン当たり基準平均原料価格)－70,310円 (１トン当たり平均原料価格)＝17,600円 (100円

未満切捨て)� １立方メートル当たり調整単位料金の額

算式 基準単位料金の額－17,600円 (原料価格変動額)／100円×0.204円

この結果､ 調整単位料金の額は､ 基準単位料金の額から35.91円を減算した額になります (小数点第３位以下

切上げ)｡� 平成23年４月１日から同月30日までに検針する分に適用される料金表

(基本料金については､ 変動ありません｡)

金沢市指定給水装置工事事業者規程 (平成９年公営企業管理規程第12号) 第６条の規定により､ 次の指定給水装置

工事事業者から､ 給水装置工事の事業を休止した旨の届出があったので､ 同規程第９条の規定により公告します｡

平成23年３月11日

金沢市公営企業管理者 古 田 秀 一
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基本料金

(１箇月につき)

調整単位料金

(１立方メートルにつき)

Ａ表

(１箇月の使用量が８立方メートルまでの場合)
660円 364円24銭

Ｂ表

(１箇月の使用量が８立方メートルを超える場合)
732円80銭 355円14銭

基本料金

(１箇月につき)

調整単位料金

(１立方メートルにつき)

Ａ表

(１箇月の使用量が８立方メートルまでの場合)
660円 407円85銭

Ｂ表

(１箇月の使用量が８立方メートルを超える場合)
732円80銭 398円75銭

公 営 企 業 公 告

指定番号 商号又は法人名 所 在 地 届出年月日

349 株式会社 伸光商会 金沢市畝田西３丁目512番地 平成23年２月７日
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平成23年(2011年)３月11日 印刷 発行人 金 沢 市
平成23年(2011年)３月11日 発行 発行所 金 沢 市 役 所

定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 (株) 共 栄
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